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 参議院議員通常選挙のお知らせ
問選挙管理委員会事務局（総務課内）

撒（５７）４１１４　姉（５７）４１９０　死 soumu＠town.nogi.lg.jp

◇投票日

　入場券は、圧着ハガキで世帯主様宛てに郵便で届きます。（ハガキ１枚に４人分掲載されます。）

　７月１０日（日）７時～２０時　《公示日：６月２２日（水）》

◇期日前投票期間・時間
　６月２３日（木）～７月９日（土）　８時３０分～２０時

◇期日前投票所
　野木町役場　本館２階大会議室　※エレベーターがございます。

持ってくるもの

　入場券（届いている場合）
※法律により公示日以後の発送となります。
　配達の都合により、地域によって入場券の到達日に違いがありますので、ご了承願います。

野木町で投票できる方

　今回の選挙に投票できるのは、次の①に該当する方のうち、②または③に該当する方です。
　①平成１６年７月１１日以前に生まれた方

　②令和４年３月２１日以前に野木町に住民票が作成された、または転入届を出された方で、引き続き住所の

　　ある方

　③野木町から令和４年３月２２日以降に転出した方のうち、転出前に野木町において住民票が作成 

　　された日から引き続き３か月以上住民基本台帳に記録されていた方で、他市区町村の選挙人名簿に 

　　登録がない方

※３月２２日以降に他の市区町村から野木町に転入し、転入届を出された方は、一般的には、前住所地の市区町村 

　で投票することができます。詳しくは、選挙管理委員会にお問合せください。

期日前投票とは？
　投票日当日に予定があり投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。

　なお、期日前投票を行う日に選挙人名簿登録者で満１８歳にならない方は、不在者投票ができます。

　投票所入場券がお手元に届いている場合はお持ちください。事前に投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」

欄に記入してからお越しいただくと受付の時間が短縮できますので、ぜひご活用ください。

※今までの様式のものは、期日前投票所に用意します。ホームページにも掲載しますのでこちらをご利用いただいても結構です。

不在者投票とは？
　遠方に滞在されている方、指定病院等に入院または入所されている方、介護保険法で要介護５の方、身体に重度の 

障がいのある方など投票所に行けない方のために、不在者投票の制度があります。

※それぞれ該当要件があります。手続きには時間がかかりますので、お早めに選挙管理委員会までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症への対策について
　町では、投票所や開票所において、消毒液の設置や換気、安全な投票経路の確保などの対応を行いますので、町民の

皆様には、マスクの着用やせきエチケットの徹底、周りの人との距離を保った行動にご協力をお願いいたします。

○新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は、「特例郵便等投票」ができます。
　詳しいことは選挙管理委員会までお問合せください。




